
北九州広域都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 

都市計画西鉄到津ニュータウンまなづる台地区計画を次のように変更する。 

名 称  西鉄到津ニュータウンまなづる台地区計画 

位 置  北九州市小倉北区皿山町地内 

面 積  約２．８ha 

地区計画の目標 

当地区は、本市の都心小倉駅前市街地の南西約３．２キロメートルに位置する高

台にあり、生活の利便性、快適性をあわせ持つ住宅適地である。このことから、本地

区計画は、低層独立住宅を主とした良好な住環境の形成、保全を目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び

保
全
の
方
針

土地利用の

方針 
適正な人口密度を持つ低層独立住宅地としての土地利用を図る。 

地区施設の

整備の方針 

地区の西側に接する市道皿山町１４号線と機能的に接続する道路配置及び適切

な公園配置を行い、その維持、保全を図る。 

建築物等の

整備の方針 

低層独立住宅を主とした良好な住環境を形成するため、建築物の用途を制限する

他、必要な規制、誘導を図る。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外は建築してはならない。 

(1) 建築基準法別表第二（い）項に掲げる建築物 

(2) 日用品の販売、日常サービスを主たる目的とする店舗 

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

１７０㎡。ただし、計画図表示の公園に隣接した敷地はこの限りでない。 

建築物等の

高さの最高

限度 

１２ｍ 

壁面の位置

の制限 

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度

は、１．０ｍとする。ただし、当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部

分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。 

(2) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下であるこ

と。 

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由 

都市計画道路の廃止に伴い、「都市計画道路３・２・４４－９号７号線」を「市道皿山町１４号線」に変更するも

のである。 

議題第３０８号
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